
吋
史
記
』

「張

之
議
唐
列
捧
」

て
は
じ
め
に

従
来
『
史
記
』
を
文
学
作
品
と
し
て
据
え
、
文
学
的
技
法
や
、

文
体
、
用
字
の
特
徴
を
、
全
体
を
通
じ
て
、
或
い
は
各
鰻
の
梼

成
と
関
連
付
け
て
体
系
的
に
論
じ
た
研
究
は
十
分
に
蓄
積
さ
れ

て
い
な
い
と
患
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
墜
史
的
事
件
が
吋
史

記
h

の
内
部
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
、
欝
成
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
考

え
る
。記

述
に
お
け
る
表
現
を
開
問
題
と
し
た
場
合
、
あ
る
事
件
が
ど

の
よ
う
な
表
現
で
記
述
さ
れ
、
そ
の
表
現
を
支
え
る
言
語
が
文

章
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
注

意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
読
者
が
文
章
表
現
上
の

揺
襟
を
設
定
し
、
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
は
’
有
効
な
手
段
で
あ

る
と
考
え
る
。

の
構
成
に
つ
い
て

君

；事

を
通
読
す
る
と
、
事
件
が
必
ず
し
も
時
開
の
流
れ

通
り
に
、
問
問
衝
な
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ

の
こ
と
は
、
現
実
世
界
の
麗
史
的
事
件
が
物
理
的
な
持
関
連
り

に
認
さ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
“
史
記
』
の
ぬ
ー
で
は
、
事
件
の

認
さ
た
時
間
が
錯
綜
し
て
記
述
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
事
件
と
表

現
さ
れ
な
い
事
件
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
、
宮
人
記
恥
の
記
述
上
の
待
問
問
・
事
件
が
、
作
者
の
手
に
よ

っ
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ

ば
、
事
件
の
時
間
間
報
を
一
市
す
持
関
表
現
安
指
標
と
す
る
と
、
従

来
気
付
か
れ
に
く
か
っ
た
記
述
上
の
構
造
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。

麓
史
的
事
件
を
記
載
す
る
『
史
記
』
に
お
い
て
は
、
事
件
の

待
関
較
を
一
不
す
多
種
多
棒
の
時
開
表
現
の
用
例
が
薩
認
で
き

る
。
飼
え
ば
、
王
朝
及
び
諸
設
留
の
支
記
者
に
お
け
る
治
設
の

紀
年
や
具
体
的
な
月
日
、
干
支
に
よ
る
表
示
な
ど
、
或
い
は
、

1 



あ
ま
り
に
も
当
然
の
ご
と
く
用
い
ら
れ
る
「
及
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
事
件
を
記
述
す
る
際
に
い
わ

を
な
す
、
そ
う
し
た
時
陪
表
現
は
ど
の
よ
う
に
吋
史
認
の
や

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、

筆
者
は
以
前
表
現
上
の
問
題
と
し
て
吋
史
記
』
に
み
ら
れ
る
時

間
表
現
の
分
布
状
況
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ー
こ
の
調
査

に
よ
っ
て
司
史
記
』
で
は
あ
る
特
定
の
擦
に
時
間
表
現
が
額
在

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

吋
史
記
』
の
記
述
に
お
い
て
、
時
間
表
現
が
あ
る
部
分
で
多

用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
表
現
形
式
が
、
あ
る
穏
さ
れ
た
テ
i
マ

を
読
者
に
印
象
づ
け
る
機
能
を
も
っ
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
今
、
改
め
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
吋
史
記
』
の
文
章
を
眺

め
る
と
、
盤
史
的
事
件
の
記
述
の
中
で
、
作
者
の
仕
掛
け
た
技

法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
時
間
表
現
が
議
の
記
述
に
お
い
て
多

用
さ
れ
、
そ
れ
が
能
の
表
現
と
と
も
に
効
果
的
に
機
能
し
て
い

る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
張
籍
之
議
麿
列
簿
」
を
と
り
あ

げ
る
。
以
下
、
時
間
表
現
の
用
法
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ど
の
よ
う

な
要
素
が
あ
ら
わ
れ
、
ど
の
よ
う
に
麓
史
的
事
件
が
記
述
さ
れ

て
い
る
の
か
、
形
式
・
構
成
の
面
か
ら
籍
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
一
、
「
張
擁
伸
之
傍
」
に
つ
い
て

ク叫

「
張
欝
之
潟
成
績
列
傍
」
は
前
漢
文
帝
期
か
ら
景
品
市

期
に
か
け
て
の
人
物
、
張
簿
之
、
議
唐
の
信
記
を
合
載
す
る
。

「
張
懇
之
濡
麿
列
簿
」
に
関
し
、
「
太
史
公
自
序
」
で
は
、

守
法
不
失
大
怒
、
一
宮
古
緊
人
、
増
主
之
明
。
作
張
輝
之
盟
問

蔚
列
捧
第
盟
十
一
一
。
（
太
史
公
自
序
五
一
一
一
一
良
）
2

と
あ
り
、
「
論
賛
」
で
は
、

太
史
公
日
、
張
季
之
言
長
者
、
｛
寸
法
不
阿
意
。
橋
公
之
論

持
率
、
有
味
哉
、
有
味
哉
。
諾
日
、
「
不
知
其
入
、
視
其
友
。
」

二
君
之
一
開
講
稿
、
可
著
鹿
顔
。
審
呂
、
「
不
備
不
議
、
王
道

議
露
。
一
小
議
不
備
、
王
道
復
使
。
」
張
季
、
鴻
公
近
之
失
。

（
張
籍
之
潟
唐
列
簿
一
七
頁
1
一
八
頁
）

と
あ
る
。
「
太
史
公
自
序
」
及
び
よ
盟
主
で
述
べ
ら
れ
る
一
言

葉
は
、
そ
の
擦
に
立
伝
さ
れ
た
人
物
へ
の
評
価
、
或
い
は
立
伝

の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
張
蒋
之
に
つ
い
て

は
「
太
史
公
自
序
」
の
「
守
法
不
失
大
理
」
（
法
を
守
っ
て
大

き
な
道
理
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
）
と
い
う
点
が
立
伝
の
理

由
で
あ
ろ
う
し
、
「
論
賛
」
の
「
一
言
長
者
、
守
法
不
阿
意
」
（
長

者
と
は
何
か
を
言
明
し
、
法
を
守
っ
て
天
子
や
太
子
の
意
に
阿

ら
な
か
っ
た
）
「
不
備
不
襲
、
不
繁
一
小
一
繍
」
（
あ
る
こ
と
に
偏
ら

ず
か
た
む
か
な
い
〉
な
ど
の
点
が
評
値
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。



の
意
に
持
ら
ず
、

そ
の
度
ご
と
し
た
こ
と
を
強
欝
ム

播
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
時
間
表
明

し
つ
つ
、
文
章
表
現
そ
の
も
の
に
部
し
て
読
み
選
立

こ
の
訟
で
は
数
多
く
の
技
法
が
議
さ
れ
、
ま
た
、

に
記
述
さ
れ
、
「
太
史
公
自
序
」
及
び
「
議

ら
な
い
テ
！
？
を
有
し
て
い
る
こ
と

の

頗

序

に

詫

っ

て

い

く

。

確
か

る
と
、

そ
の
時
々

及
び
あ
る
事
件
と
の
間
畿
を
示

よ
っ
て
十
盟
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
張
建
尉
錦
伸
之
容
、
堵
間
関
人
息
。
学
季
。
有
兄
仲
間
語
。

脇
被
鶏
欝
的
殿
、
泰
孝
文
帝
。
（
一
一
頁
）

第
一
設
段
、
彼
の
人
窓
記
述
で
あ
る
c

出
身
地
、
学
、
及
び

彼
が
兄
と
閑
語
し
、
「
欝
部
」
と
な
り
、
文
帝
に
仕
え
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
震
頭
部
分
で
「
張
珪
尉
欝
之
者
」
と
、
娃
、
官

名
、
名
の
額
に
記
さ
れ
る
の
泣
吋
史
認
』
全
体
を
通
じ
て
稀
な

部
類
に
躍
す
。
倒
的
え
ば
「
議
相
関
何
者
」
（
議
栂
躍
世
家
）
「
諜

丞
栂
平
者
」
（
儲
間
違
相
批
家
）
「
接
丞
紹
蒼
者
」
（
譲
永
一
相
列
簿
）

な
ど
、
前
漠
帝
盟
建
霞
の
功
症
で
あ
っ
て
紹
閥
、
丞
相
と
な
っ

た
人
物
た
ち
に
患
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
ョ
こ
れ

ら

の

で

は

各

人

物

の

し

て

の

に

σJ 

い
く
と
、

と

す

れ

い

え

る

こ

の

形

式

」
と
し
て
の
あ
り
方
が
以
下
の

い

て

ど

の

よ

う

で

あ

っ

た

か

、

る

。

一
番
』
で
は
「
張
欝
之
学

一
字
を
閥
去
し
て
い
る
。

の
次
設
で
は
、

れ
る
。
そ
の

っ
た
叩

れ
る
。

で、



こ
と
が
示
さ
れ
る
。
明
漢
書
』
「
張
鴻
汲
鄭
傍
」
で
は
こ
の
ニ

を
翻
去
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
久
之
」
と
い
う
時
間
表
現
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

く
と
、
「
久
之
」
は
文
頭
や
文
中
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
「

こ
れ
を
ひ
さ
し
く
し
て
」
と
、
文
末
に
用
い
ら
れ
た
場
合
は
「

こ
れ
を
ひ
さ
し
く
す
」
と
郡
読
さ
れ
、
時
間
経
過
が
示
さ
れ
る
。

司
史
記
』
に
お
い
て
「
久
之
」
と
い
う
用
例
は
金
四
十
期
使
期

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
六
例
が
「
刺
客
列
惇
」
に
4

、
五
例

が
こ
の
「
張
蒋
之
濡
唐
列
簿
」
に
使
用
さ
れ
、
司
史
記
』
全
体

を
通
じ
て
頻
出
し
て
い
る
。
5

ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
指
擁
し
て
お
く
と
、
こ
の
段
で
張
欝
之

が
文
帝
に
進
言
す
る
際
、
「
前
〈
す
す
み
て
ど
と
い
う
表
現
が

み
ら
れ
る
が
、
以
下
の
第
毘
段
、
及
び
第
六
段
に
お
い
て
も
み

ら
れ
、
計
三
度
繰
り
返
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
張
鶏

之
の
意
見
に
対
す
る
文
帝
の
反
応
を
示
す
表
現
と
し
て
、
こ
こ

で
は
「
文
帝
稽
蕃
」
と
あ
る
が
、
以
下
の
第
四
段
で
「
文
積
回
、

善
」
、
第
六
設
で
「
文
帝
橋
善
」
と
、
類
似
の
表
現
が
計
三
度

繰
り
、
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
0

8

或
い
は
、
「
文
帝
稽
善
」
の

産
後
の
助
字
「
乃
（
す
な
は
ち
ご
は
第
屈
段
の
「
文
帝
問
、

議
開
」
の
直
後
に
も
み
ら
れ
、
同
一
の
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る。
7

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
第
六
設
の
記
述
に
お
い
て

考
察
合
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

mw縛
之
従
行
、
登
虎
題
。
上
関
上
林
尉
諮
禽
獣
簿
、
十
銭

問
。
樹
左
右
接
、
識
不
能
針
。
虎
盟
欝
夫
、
従
努
代
尉
封
上

所
開
禽
獣
簿
、
甚
悉
。
欲
以
観
其
能
、
口
封
繍
後
藤
、
無
窮
者
。

文
帝
日
、
「
吏
不
嘗
若
是
邪
。
尉
無
頼
。
」
乃
詔
蒋
之
、
拝
者

夫
爵
上
林
令
。
理
之
久
之
前
田
、
「
陛
下
以
緯
侯
周
勃
何
如

人
也
J

上
日
、
「
長
者
山
私
。
」
又
復
問
、
「
東
陽
侯
張
相
如
何

如
人
山
悩
J

上
復
自
、
「
長
者
。
」
糟
之
日
、
「
夫
緯
侯
・
東
揚

侯
穣
鶏
長
者
。
此
病
人
一
言
事
、
曾
不
能
出
口
。
堂
穀
此
畜
夫

議
議
利
口
捷
給
哉
。
立
秦
以
任
刀
筆
之
官
史
、
吏
争
以
藍
疾
苛

察
結
高
。
熱
其
敏
捷
文
具
耳
。
無
機
鰭
之
蜘
及
。
以
故
不
関
其

過
。
陵
還
問
宝
於
一
一
世
、
天
下
土
崩
。
今
陛
下
以
脅
夫
口
静

部
趨
遷
之
、
臣
恐
天
下
趨
風
藤
磨
、
争
矯
口
帯
、
荷
無
其
費
。

且
下
之
化
上
、
疾
於
景
響
、
奉
錯
不
可
不
審
山
句
。
」
文
・
帝
国
、

「
蕃
。
」
乃
辻
不
拝
脅
夫
。
上
就
率
。
召
蒋
之
参
来
。
徐
行

間
懇
之
泰
之
敵
。
其
以
質
一
言
。
軍
宮
。
上
拝
種
之
露
公
準
令
。

（
四
頁

1
五
頁
）

続
い
て
、
張
蒋
之
が
文
帝
に
従
っ
て
虎
闘
に
登
っ
た
と
き
の

事
件
が
記
さ
れ
る
。
露
関
の
葎
夫
が
禽
獣
の
簿
を
流
暢
に
答
え

ら
れ
た
た
め
、
文
帝
は
そ
の
男
を
上
林
の
令
に
任
用
し
よ
う
と

し
た
。
張
蒋
之
が
緯
侯
周
勃
、
東
陽
侯
張
相
如
ら
が
諦
弁
で
あ

っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
意
見
し
た
こ
と
で
文
帝
は
脅
夫
を
令
に
す

る
の
を
と
り
や
め
る
。
宮
中
ま
で
の
帰
途
、
張
籍
之
は
文
常
に

-4-



搭
乗
し
、
の
政
治
の
欠
点
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
に
よ
り
「

公
恵
令
」
に
拝
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
張
懇
之
が
意
見
を
言
う
際
に
「
久
之
」
と
い
う
時

調
表
現
が
用
い
ら
れ
、
時
間
経
過
が
示
さ
れ
て
い
る
。
文
帝
の

認
に
対
し
て
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
熟
慈
し
、
遼
騒
が
ち
に
意

見
を
表
明
す
る
張
欝
之
の
心
理
的
状
況
を
示
す
と
捉
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
以
下
の
段
に
み
ら
れ
る
意
見
の
直
接
的
な
内
容
に

比
べ
、
こ
の
段
で
の
意
見
が
、
最
初
に
掲
勃
や
張
拐
知
な
ど
具

体
的
な
人
物
を
挙
げ
、
間
接
的
に
接
関
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

理
解
で
き
よ
う
。
以
下
の
段
で
は
意
見
を
一
一
一
一
回
う
襟
「
久
之
」
の

表
現
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
故
に
こ
の
設
と
対
間
照
的
に
張

蒋
之
の
意
見
に
遠
慮
が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
も
示
す
。
先
と
両

様
に
『
漢
撃
』
「
張
議
設
鄭
傍
」
で
は
こ
の
段
で
の
「
久
之
」

と
い
う
ニ
学
を
翻
去
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宮
中
へ
の
帰
途
の

擦
「
徐
行
」
（
車
を
ゆ
っ
く
り
と
走
ら
せ
）
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
も
文
帝
が
議
接
的
に
張
懇
之
の
意
見
を
開
き
入
れ
よ
う

と
す
る
姿
が
一
が
さ
れ
る
。
な
お
、
三
郎
」
「
文
帝
居
、
蕃
」
「
乃
」

な
ど
の
表
現
が
議
り
返
さ
れ
る
点
に
関
し
て
は
先
懇
指
摘
し
た

通
り
で
あ
る
。

器
問
視
之
、
太
子
奥
翠
王
共
寧
入
朝
。
不
下
司
馬
問
。
於
是

懇
之
追
北
太
子
・
梁
玉
、
無
得
入
毅
向
。
遊
劾
不
下
公
門
不

敬
、
薄
太
后
関
之
。
文
帝
免
援
額
呂
、
「
数
晃
子
不

」
薄
太
后
乃
稜
稜
承
認
赦
太
子
・

文
帝
治
是
奇
欝
之
、
持
議
中
大
夫
。
（
六
頁
）

続
い
て
、
「
壌
之
」
と
い
う
時
間
経
過
表
現
が
記
さ
れ
、
太

子
（
後
の
長
帝
）
が
梁
孝
玉
と
入
朝
し
た
と
き
に
司
馬
問
で
下

車
し
な
か
っ
た
の
を
不
敬
で
あ
る
と
見
答
め
、
設
問
け
で
留
め
た

こ
と
に
対
し
、
文
帝
は
彼
を
「
奇
」
（
ユ
一
一

i
ク
）
で
あ
る
と

評
能
し
て
「
中
大
夫
」
に
持
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

ま
ず
、
冒
頭
の
「
壌
之
」
と
い
う
時
間
表
現
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
と
、
こ
の
用
例
は
『
史
記
』
の
中
で
全
十
六
例
箆
渇

さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
張
翻
伸
之
傍
」
で
は
三
併
用
い
ら
れ
て
い

る。

8

こ
の
表
現
は
、
「
久
之
」
「
有
頃
」
な
ど
の
時
関
経
過
表

現
と
間
接
に
、
文
頭
で
毘
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
事
件

と
事
件
の
簡
に
時
間
的
関
撲
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
以
下
の
記
述
で
新
た
な
事
態
が
記
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
、

前
段
か
ら
は
独
立
し
た
エ
ピ
ソ
！
ド
が
始
ま
る
こ
と
を
提
示
す

る
機
能
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
「
関
税
之
」
と
い
う
時
間
表
現
は
、

以
下
、
第
六
段
の
張
繍
伸
之
が
廷
尉
に
昇
進
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

最
初
の
部
分
、
第
七
段
の
天
子
が
中
謂
矯
に
さ
し
か
か
っ
た
時

の
事
件
が
始
ま
る
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
続
け
て
一
一
一
度
繰
り
返

し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
が
崎
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
エ
ピ
ソ

i
ド
と
し
て
強
く
意
識

さ
せ
ら
れ
、
率
態
が
だ
ん
だ
ん
と
進
行
し
て
い
く
こ
と
が
印
象

、
然
活
得
入
。

日



づ
け
ら
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

第
五
段
の
記
述
に
話
を
一
戻
す
と
、
文
帝
が
簿
太
后
に
対
し
「

文
帝
免
冠
謝
臼
」
と
「
冠
を
脱
い
で
」
謝
罪
し
た
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
後
段
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
こ
こ
で
は
詮
意
を

払
っ
て
お
き
た
い
。

。
頃
之
、
至
中
部
持
。
従
行
一
金
額
龍
、
居
北
臨
腐
。
翠
持
、

機
夫
人
従
。
上
指
示
様
夫
人
新
盤
遊
日
、
「
此
走
期
郭
道
也
。
」

使
様
夫
人
鼓
琴
、
上
自
僚
翠
部
歌
。
意
謬
楼
悲
壊
。
一
麟
謂
築

窪
田
、
「
瑳
乎
、
以
北
山
石
震
棒
、
用
狩
紫
皆
様
、
緊
擦
其

問
、
嵐
広
可
動
哉
。
」
左
右
皆
臼
、
「
帯
。
」
欝
之
前
進
9

日
、
「

使
其
中
有
可
欲
者
、
盤
側
轍
梅
山
猶
有
識
。
使
其
中
無
可
欲
者
、

雄
無
石
棒
、
又
何
時
脇
鷲
。
」
文
帝
穣
撃
。
議
後
、
持
欝
之
矯

議
開
問
。
（
六
一
員

i
八
頁
）

こ
こ
で
も
前
段
と
開
襟
「
頃
之
」
に
よ
っ
て
時
間
経
過
が
示

さ
れ
、
新
た
な
ヱ
ピ
ソ

i
ド
が
穣
み
重
ね
ら
れ
る
。
張
繍
伸
之
は

さ
ら
に
「
中
部
特
」
に
昇
進
し
、
天
子
の
行
幸
に
従
っ
て
議
駿

に
行
っ
た
際
の
事
件
が
記
さ
れ
る
。
「
是
時
」
と
い
う
時
間
表

現
で
、
機
夫
人
も
従
っ
た
こ
と
が
新
た
に
提
示
さ
れ
、
そ
れ
を

承
け
て
そ
の
後
の
記
述
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
天
子
が
群
臣
に

対
し
「
北
山
の
石
で
棺
を
作
り
、
麻
や
錦
を
問
問
に
つ
め
、
漆
で

障
関
を
留
め
て
お
け
ば
、
だ
れ
も
動
か
す
こ
と
は
で
き
ま
い
J

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
群
臣
は
悶
っ
て
と
言
う
が
、
張
緯

之
は
、
棺
の
中
に
人
が
欲
し
が
る
も
の
を
入
れ
な
け
れ
ば
よ
い
、

と
進
言
す
る
。
文
帝
は
こ
の
意
見
を
誉
め
、
張
韓
之
を
「
廷
樹
」

-6 

で
は
、
こ
こ
で
第
三
段
の
記
述
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
い
た

「
前
」
「
文
滑
稽
蕃
」
「
乃
」
等
の
表
現
が
操
り
返
さ
れ
て
い
る

摺
題
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
「
前
」
と
い
う
表

現
だ
が
、
文
字
通
り
「
前
に
進
み
出
て
」
と
い
う
意
味
で
用
い

ら
れ
、
進
一
一
詰
問
す
る
際
の
張
縛
之
の
様
子
を
接
写
す
る
表
現
で
あ

る
。
そ
れ
と
向
特
に
、
こ
の
三
郎
」
字
は
「
す
す
み
て
」
と
い

う
言
葉
自
体
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
護
ね
あ
わ
せ
ら
れ
つ
つ
、
張

蒋
之
の
官
職
の
「
昇
進
」
と
対
応
し
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
段
で
彼
が
廷
腐
と
な
っ
・
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
、

彼
は
死
の
直
訴
に
准
臨
王
の
招
と
な
る
ま
で
廷
尉
の
ま
ま
で
あ

る
。
そ
し
て
以
後
の
段
で
は
進
設
の
際
に
「
前
」
字
が
用
い
ら

れ
な
く
な
る
。

ま
た
、
「
文
帝
檎
蕃
」
「
文
s
俗
語
、
護
」
と
い
う
陥
繰
り
返
さ
れ

る
類
似
の
表
現
も
、
表
向
き
に
は
張
欝
之
の
意
見
を
称
賛
し
受

け
容
れ
る
寛
大
な
文
帝
の
姿
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
「
前
」

と
い
う
表
現
と
対
応
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
張
輝

之
が
昇
進
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
強
調
し
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

推
進
を
支
え
る
機
能
を
持
？
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ

の
段
ま
で
は
、
冒
頭
「
張
廷
叫
船
籍
之
者
」
で
記
述
が
始
ま
り
、



て
い
く
と
い
う
話
が
、
の
よ
う
な
技
法

に
支
え
ら
れ
つ
つ
掛
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
「
乃
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
三
段
、
第
四
段
で

「
文
常
務
審
」
「
文
帝
国
、
替
」
と
記
さ
れ
た
後
の
文
常
の
対

誌
を
一
示
す
表
現
で
「
乃
」
と
い
う
助
字
が
二
度
繰
り
返
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
文
帝
が
張
瀦
伸
之
の
意
見
を
よ
い
方

向
に
受
け
止
め
、
寛
大
な
判
断
＊
対
処
を
し
た
こ
と
を
強
翻
す

る
機
能
を
持
つ
。
そ
れ
は
こ
の
設
の
間
一
箆
所
に
お
い
て
「
其

後
」
と
待
問
問
的
関
識
が
記
さ
れ
、
議
繍
伸
之
の
意
見
を
誉
め
た
文

帝
の
対
｛
泌
が
撤
妙
に
変
化
し
て
い
る
の
が
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
以
下
の
設
で
は
、
議
欝
之
の
「
廷

尉
」
と
し
て
の
あ
り
ょ
う
が
記
述
さ
れ
て
い
く
が
、
問
時
に
そ

れ
を
承
け
る
文
惜
の
心
理
的
な
変
北
も
、
異
な
る
時
開
表
現
在

用
い
る
こ
と
で
効
果
的
に
示
さ
れ
て
い
く
。

⑦
壌
之
、
上
行
出
中
摺
議
。
有
一
人
後
議
下
送
出
。
桑
輿

馬
驚
。
於
是
鏡
欝
議
、
～
議
罷
・
1
0

懇
之
治
問
。
日
、
「

蘇

人

来

。

久

之

、

以

愚

行

巴

過

、

部

出

。

一
人
犯
関
降
、

部
定
耳
。
」

罰
金
。
文
帝
怒
呂
、
「
比
a

飽
馬
、
間
不
敗
傷
我
泣
1
0

市

議

察

滋

」

呂
、
「
法
者
天
子
一
所
輿
天
下
公
共
也
。
今
法
知
比
、
ー

之
、
間
延
法
不
信
於
開
民
感
。
立
方
其
時
、
上
使
立
繁
之
刑
期
己
。

久
、
上
部
、

こ
こ
で
も
回

た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
廷
射
と
な
っ
た
後
、
本
人
予
が
外
出
し

っ
た
時
の
事
件
が
記
さ
れ
る
c

議
の
下

り
出
し
、
潟
が
驚
い
た
た
め
男
を
接
加
え
た
が
、

照
ら
し
合
わ
せ
、
罰
金
期
で
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ

こ
で
は
、
張
欝
之
の
将
棋
削
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
蕃
」
と
い
う

対
惑
を
示
し
て
き
た
文
帝
が
「
悲
」
と
い
う
態
震
に
変
化
し
て

い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
張
欝
之
の
意
見
を
関
い
た
後
、

文
常
が
判
判
断
を
下
す
ま
で
の
待
関
経
過
が
「
良
久
」
と
い
う
時

間
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
「
良
久
」
と
い
う
時
間
表
現
ぷ
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
と
、
こ
の
表
現
は
「
や
や
ひ
さ
し
く
し
て
」
と
説
じ
、

「
良
（
や
や
ご
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
「
久
之
（
こ
れ

を
ひ
さ
し
く
し
て
ど
に
対
し
て
比
較
的
短
い
時
間
経
過
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
錦
、
え
ば
叫
史
記
』
の
や
で
は
、
殺
か
γ

を
一
一
口
問
わ
れ
た
様
、
そ
の
意
見
が
額
墨
一
、
い
は
耳
が
痛
、

で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
、
ま
た
は
待
か

と
黙
り
込
ん
で
、
そ
れ
か
ら

／ 



く
し
て
そ
れ
を
言
わ
れ
た
人
物
が
ロ
を
開
く
、
と
い
う
状
況
下

で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

再
び
第
七
段
の
記
述
に
話
を
一
戻
す
と
、
張
縛
之
の
意
見
に
対

す
る
文
管
の
態
疫
を
記
す
表
現
に
「
良
久
」
と
い
う
時
間
表
現

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
表
向
き
に
は
文
帝
の
「

怒
り
」
が
沈
静
化
す
る
の
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
…
方
で
、
こ

れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
文
帝
の
張
簿
之
へ
の
態
度
の
酷
か
ら
み

れ
ば
、
一
貫
し
て
張
稗
之
の
意
見
に
対
し
「
善
」
と
称
し
て
き

た
文
帝
の
寛
大
な
判
断
に
時
間
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
文
帝
の
「

廷
尉
嘗
是
也
」
と
、
意
見
に
対
す
る
反
応
を
示
す
一
一
葉
が
「
欝
」

か
ら
「
是
」
へ
と
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
反
映
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
五
段
、
第
六
段
、
第
七
段
と
議
り
返

し
「
頃
之
」
と
い
う
時
開
表
現
を
用
い
て
表
向
き
に
は
独
立
し

た
エ
ピ
ソ

i
ド
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段

で
段
階
的
に
文
帝
の
変
化
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
出

ま
た
、
廷
射
に
な
っ
た
時
点
で
張
磯
伸
之
の
昇
進
が
止
ま
る
の

は
前
段
の
記
述
で
指
摘
し
た
通
り
だ
が
、
こ
の
段
で
は
鎧
い
記

述
の
中
で
煩
雑
と
も
い
え
る
ほ
ど
「
廷
尉
」
の
語
が
繰
り
返
さ

れ
る
。
天
子
に
何
ら
な
い
公
平
な
態
度
を
貫
く
理
想
的
な
「
廷

尉
」
の
姿
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
吋
漢
書
』
「
張
溺
汲
鄭
俸
」
で

は
証
を
「
籍
之
」
に
変
え
て
い
る
。

mw其
後
、
有
人
議
高
嬬
坐
前
玉
環
、
捕
得
。
文
帝
怒
、
下

建
尉
治
。
欝
之
案
律
、
議
宗
麟
販
制
御
物
者
議
奏
。
奏
設
奔
市
。

上
大
怒
日
、
「
人
之
無
道
、
乃
盗
先
帝
顧
器
、
苔
騒
建
尉
者
、

欲
致
之
族
。
市
君
以
法
奏
之
。
非
吾
所
以
共
承
宗
廟
意
也
。
」

蒋
之
免
翠
鵠
蓄
韻
日
、
「
法
如
是
足
也
。
立
罪
等
、
然
以
逆

瀬
爵
差
。
今
盗
宗
蟻
器
而
族
之
、
有
如
高
分
之
一
報
令
愚
民

取
長
陵
一
一
杯
土
、
提
下
何
以
加
其
法
乎
。
」
久
之
、
文
衛
輿

太
后
一
言
之
、
乃
許
廷
尉
嘗
。
（
九
頁

i
一
O
頁）

続
い
て
「
其
後
」
と
い
う
時
間
経
過
表
現
が
記
さ
れ
、
さ
ら

に
新
た
な
事
件
が
起
き
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
段
で
は

潟
離
の
坐
前
の
玉
環
が
盗
ま
れ
た
と
い
う
事
件
が
記
さ
れ
る
。

ま
ず
、
こ
の
事
件
自
体
に
対
し
文
帝
が
「
怒
」
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
そ
し
て
張
理
之
が
法
律
通
り
の
判
決
な
一
言
い
渡
し

た
と
こ
ろ
、
こ
の
判
断
に
対
し
「
大
怒
」
と
、
文
帝
は
激
怒
す

る
。
「
怒
」
「
大
怒
」
と
繰
り
返
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
張
蒋
之

に
対
し
て
繰
り
速
し
「
善
」
と
称
賛
し
て
き
た
文
帝
の
態
度
と

の
対
照
、
が
明
確
に
表
れ
、
文
帝
に
心
理
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
張
蒋
之
の
態
度
を
描
写

す
る
表
現
は
「
欝
之
免
冠
頓
首
謝
日
」
と
あ
る
。
第
五
段
で
指

繍
し
て
お
い
た
「
文
帝
免
冠
謝
臼
」
と
対
搭
す
る
表
現
で
あ
る
。

第
五
段
で
は
「
免
冠
」
し
て
薄
太
后
に
輯
罪
し
た
文
帝
が
、
一

転
し
て
「
免
冠
」
す
る
張
種
之
の
謝
罪
を
受
け
る
と
い
う
対
照

8 



的
な
構
造
に
よ
っ
て
、
短
尉
と
し
て
議
め

果
た
そ
う
と
す
る
張
籍
之
を
受
け
容
れ
が
た
く
な
っ
て
い
く
文

帝
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
文
帝
は
張
種
之
の
一
言
葉
を
開
い
て
納
得
し
、
判
決

辻
妥
当
だ
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
示

す
記
述
は
「
久
之
、
文
帝
期
間
太
后
一
一
一
問
之
、
乃
許
建
叫
翻
意
」
と
あ

り
、
ま
ず
、
判
断
を
下
す
ま
で
の
時
開
的
関
搬
を
示
す
表
現
が
、

第
七
段
で
の
「
良
久
」
か
ら
「
久
之
」
と
い
う
異
な
る
時
間
表

現
に
変
わ
り
、
そ
の
判
新
に
時
間
関
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
一
一
一
段
で
の
「
久
之
」
と
い
う
時
間

表
現
は
、
文
帝
が
張
欝
之
の
意
見
を
じ
っ
く
り
と
開
き
入
れ
、

一
一
人
の
良
好
な
関
係
を
示
す
場
語
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
と
は
対
照
的
に
、
こ
こ
で
は
二
人
の
関
捺
が
以
訴
の
よ
う
で

は
な
く
な
っ
て
い
く
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
一
一
一
段
、
第
閤
設
に
お
い
て
繰
り
返
し
「
乃
」
と
い

う
助
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
、
接
霧
之
の
意
見

を
よ
い
方
向
に
受
け
止
め
る
文
帝
の
判
断
を
示
し
て
い
た
。
さ

ら
に
第
六
段
に
お
い
て
詞
一
箇
所
で
「
其
後
」
と
時
間
判
的
関
擦

が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
文
帝
の
判
断
が
縁
妙
に
変
化
し
て
き
で

い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
こ
の
段
で
の
「
乃
」
は
、
第
三
段
、

第
四
設
の
「
乃
」
と
同
一
の
表
現
で
あ
る
が
、
前
段
で
の
「
乃
」

が
皮
護
し
て
痛
い
ら
れ
、
文
帝
と
張
務
之
と
の
良
静
な
関
保
を

dつ

一
不
す
機
能
を
有
し
な
が
ら
照
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の

段
で
は
「
久
之
」
と
い
う
時
間
表
現
を
承
け
て
「
や
む
な
く
」

「
仕
方
な
く
」
な
ど
と
い
っ
た
、
前
と
は
対
照
的
な
意
味
の
方

向
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
間
一
表
現
を
対
同
照
的
に
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
張
懇
之
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
く
文
帝
の
心
理
状
況
の
変
化
を
，
強
調
し
て
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
文
帝
の
判
断
を
示
す
表
現
が
前
段

で
確
認
し
た
よ
う
に
「
審
」
か
ら
「
是
」
へ
、
そ
し
て
こ
の
段

で
は
、
自
ら
判
鱗
を
一
「
す
こ
と
な
く
太
后
と
持
談
し
〈
や
む
な

く
）
「
許
」
す
、
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。

窃
建
時
、
中
山
捌
接
投
開
盛
夫
、

張
廷
叫
拠
出
向
此
天
下
種
之
。

〈一

O
一良〉

こ
の
設
で
叫
「
悶
定
時
」
と
い
う
、
前
段
の
記
述
と
抵
ぽ

同
時
期
の
事
件
で
あ
り
’
な
が
ら
、
異
な
る
話
題
が
始
ま
る
こ
と

を
示
す
時
間
表
現
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
当
時
の
状
況
が
挿
入
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
、
関
麗
夫
と
王
活
関
が
強
懇
之
の
公
平
さ
を

晃
て
、
交
わ
り
を
結
ん
で
親
友
と
な
り
、
こ
の
こ
と
で
張
欝
之

は
天
下
に
称
愛
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
文
俗
、
つ
ま
り
「
桑
帝
」
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
く
な
り
つ

つ
も
、
張
繍
伸
之
が
「
天
下
」
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
、
廷
艇
と
し

て
公
平
で
翠
想
的
な
人
仙
初
で
あ
っ
た
こ
と
が
館
設
と
は
対
照
的
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に
示
さ
れ
る
。

命
後
、
文
帝
治
、
最
帝
立
。
報
伸
之
恐
、
橋
病
。

穣
大
諒
宝
、
欲
見
裁
、
則
未
知
何
如
。
用
王
生
計
、

最
帝
不
通
説
。
（
一

O
頁）

こ
の
段
で
は
冒
頭
「
後
」
と
い
う
時
間
経
過
表
現
が
用
い
ら

れ
、
新
た
な
事
態
が
起
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
記
述
が
始
ま
る
。

張
蒋
之
を
受
け
容
れ
が
た
く
な
っ
て
も
彼
を
認
め
、
寛
大
で
あ

っ
た
文
帝
が
崩
御
し
た
と
い
う
事
件
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
の
記
述
で
は
、
良
好
で
あ
っ
た
文
帝
ど
の
関
係
が
段
階
的
に

髄
額
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
そ
の
状
況
は

最
帝
の
即
設
と
い
う
事
態
で
一
変
す
る
。
こ
こ
で
の
短
い
句
の

連
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
緊
迫
感
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
昇
進
の
き
っ
か
け
と
な
る
い
く
つ
も
の

進
言
を
重
ね
て
き
た
張
鐸
之
が
、
「
自
ら
」
の
考
え
で
は
な
く
、

「
他
人
」
で
あ
る
王
生
の
計
額
を
用
い
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が

記
さ
れ
る
。
寛
大
な
文
衛
と
は
対
照
的
に
、
相
手
が
最
帝
で
は

も
は
や
自
ら
の
力
が
及
ば
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
謝
罪

し
た
張
欝
之
に
対
し
景
帝
は
張
懇
之
を
答
め
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
が
、
や
は
り
文
帝
の
対
誌
が
「
蕃
」
か
ら
「
回
さ
そ
し
て

「
許
」
と
変
化
し
つ
つ
示
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
こ

こ
で
は
「
不
過
」
と
、
景
帝
の
対
応
が
一
鵠
狭
で
あ
っ
た
の
を
予

想
さ
せ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

。
王
生
者
、
善
議
費
老
言
、
盛
土
也
。
警
石
居
廷
中
。
一
一

公
九
郷
察
合
立
。
王
生
老
人
、
日
、
ま
口
犠
解
。
」
一
瀬
謂
張
廷

爵
i
、
「
矯
我
結
畿
。
」
棒
之
臆
雨
結
之
。
段
己

G

人
戎
謂
宝

生
日
、
「
濁
奈
何
廷
一
辱
穏
廷
雛
語
、
使
脆
結
犠
J

王
生
日
、

「
吾
老
旦
賎
。
自
度
終
無
盆
於
張
廷
闘
滋
。
張
廷
鰐
－
w
方
今

天
下
名
臣
。
吾
故
聯
辱
廷
闘
制
v
、
使
験
結
畿
、
欲
以
重
之
。
」

諸
公
開
之
、
緊
王
生
而
重
議
建
爵
－
wo
（一

O
頁

1
一
一
頁
）

こ
の
段
で
は
前
段
で
記
述
に
現
れ
た
王
生
と
張
種
之
の
や
り

と
り
に
つ
い
て
挿
入
的
に
記
さ
れ
る
。
王
生
が
ほ
ど
け
た
犠
（

足
袋
）
在
、
張
蒋
之
に
稔
か
せ
て
結
ば
せ
た
。
老
人
に
よ
く
へ

り
く
だ
っ
た
こ
と
で
結
果
的
に
張
籍
之
の
名
声
が
諸
公
の
簡
で

高
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
段
で
も
第
七

段
で
の
記
述
と
間
接
に
、
張
欝
之
の
呼
称
と
し
て
「
張
廷
尉
」

（
ま
た
は
「
廷
尉
」
）
の
諾
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

表
向
き
は
、
彼
が
何
よ
り
も
謙
譲
の
態
度
を
と
る
「
廷
尉
」
で

あ
っ
た
こ
と
が
強
調
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
張
籍
之
が
諸

公
に
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
の
事
件
が
景

帝
都
位
後
の
時
点
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
張
蒋
之
自

身
が
景
帝
の
時
代
に
お
い
て
も
文
帝
の
時
代
と
変
わ
ら
ず
理
想

的
な
「
廷
尉
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
吋
史
記

評
林
』
に
引
く
王
維
禎
の
説
に
「
此
傍
或
璃
蒋
之
、
或
橋
廷
尉
、

或
璃
張
蒋
之
、
或
稿
張
廷
尉
、
各
有
依
嘗
、
非
漫
語
。
」
と
、
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の
呼
称
に
つ
い
て
指
議
が
あ
る
が
、
こ
の
間
の

つ
い
て
詮
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
i
を

に

、

お

か

｝

に

変

え

、

し

て

い

る

。

ま
た
、

瀦
山
間
以
前
過
也
。

に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、

あ

る

か

ら

誇

設

王

の

「

持

」

へ

と

こ
と
が
記
さ
れ
る
。
「
議
尚
以
前
過
山
き
と
、
第

に
れ
る
張
欝
之
が
や
大
夫
に
昇
進
す
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
、
十
時
代
の
景
帝
を
餐
め
る
と
い
う
一
一
件
を
、
景
帝

が
援
に
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ

に
翠
っ
て
寛
大
で
あ
っ
た
文
帝
と
そ
う
で
は
な
い
蚤
帝
の
性
擦

が
明
ら
か
に
対
比
さ
れ
る
。

犠
良
之
、
欝
之
卒
。
（
一
二
塁

こ
の
設
で
は
、
前
設
で
議
霧
之
が
港
高
玉
の
相
と
な
っ
た
後
、

「
久
之
」
と
い
う
時
間
例
経
過
表
現
が
記
さ
れ
、
張
藤
一
之
が
死
ん

だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
記
述
は
短
く
「
久
之
、
韓
之
卒
J

と

だ
け
記
さ
れ
る
。
受
帝
に
拾
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
記
事

は
何
も
警
か
れ
な
い
。
換
言
す
れ
成
、
景
の
関
怒
に
お
い

て
は
何
も
特
記
す
べ
き
こ
と
も
な
く
そ
の

ニシ」

ト
仇
つ

て
い
る
と
詫
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
に
納
得
し
、
そ
の
認

ら
ぬ
文
帝
で
あ
り
、
「
張
欝
之
俸
」
で

も
強
調
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が

時
間
表
現
を
多
用
し
、

11 

で
そ
の



い
る
。
「
廷
尉
」
の
伝
記
は
『
史
認
』
で
は
「
張
懇
之
偉
」
で

の
み
扱
わ
れ
て
い
る
。
法
を
守
り
、
皇
帝
に
阿
ら
な
い
理
胸
部
的

な
最
後
の
「
廷
尉
」
の
象
徴
と
し
て
張
稗
之
が
掛
か
れ
る
。
そ

う
し
た
理
想
的
な
「
廷
尉
」
と
し
て
法
を
守
る
当
た
り
前
の
行

為
自
体
、
文
帝
期
に
お
い
て
皇
帝
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
く
な
り

始
め
る
。
景
帝
期
に
一
金
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
存
在
が
皇
帝
の
み

な
ら
ず
世
間
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
隠
さ

れ
た
テ

i
マ
と
し
て
は
、
皇
帝
が
文
帝
期
か
ら
変
質
し
て
い
く

様
子
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
捉
え
ら
れ
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
「
太
史
公
自
序
」
及
び
「
論
賛
」
で
の
立

倍
の
理
由
、
評
価
と
は
違
っ
た
、
「
張
種
之
簿
」
の
テ

i
マ
を
、

時
間
表
現
を
指
標
に
し
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

一
一
、
「
潟
唐
侍
」
に
つ
い
て

次
に
、
張
懇
之
と
合
載
さ
れ
る
「
橋
唐
俸
」
の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
『
漠
審
』
は
「
張
様
、
放
鄭
停
」
と
し
て
『
史
記
』

の
二
人
に
加
え
て
、
武
帝
期
の
人
物
、
汲
籍
、
鄭
嘗
時
の
伝
記

を
も
合
載
し
て
い
る
。
『
史
記
評
林
』
が
引
く
王
整
は
「
二
傍

皆
一
時
之
一
言
、
見
文
帝
君
臣
如
家
人
父
子
、
斑
闘
雑
以
汲
鄭
部

不
類
。
」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
張
欝
之
惇
」
に

お
い
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
史
記
』
「
張
翻
伸
之
橋
唐
傍
」

が
、
文
帝
か
ら
最
帝
へ
の
皇
帝
の
性
質
の
変
化
を
描
き
出
す
、

と
い
う
テ

i
マ
の
も
と
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
武
帝

鄭
官
時
を
合
載
し
な
い
の
は
意
味
あ
る
こ
と
で

12 

あ
ろ
う
。

議
唐
に
つ
い
て
は
「
太
史
公
自
序
」
で
「
言
古
賢
人
、
培
主

之
明
」
（
い
に
し
え
の
賢
人
を
述
べ
、
主
の
明
を
増
し
た
〉
と

あ
り
、
ぷ
銅
線
民
」
で
「
論
持
率
、
有
味
哉
、
有
味
裁
。
」
〈
持
品
開

の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
の
は
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
っ
た
）
「

不
備
不
議
、
一
小
議
不
一
儲
」
（
あ
る
こ
と
に
偏
ら
ず
か
た
む
か
な

い
）
な
ど
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
立
訟
の
理
由
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
も
含
め
、
以
下
、
記
述
の
隈
序
に
従
っ
て
確

認
し
て
い
く
。

「
器
密
簿
」
も
、
彼
が
就
い
た
官
職
を
示
す
表
現
、
及
び
時

間
表
現
に
よ
っ
て
五
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
の
記
述
は
、
張
蒋
之
と
は
煽
憎
め
て
対
照
的
に
描
か
れ
て

い
る
。

①
務
唐
者
、
其
大
父
超
人
。
父
徒
代
。
漠
興
、
従
安
陵
。

唐
以
孝
著
、
議
中
郎
署
長
、
事
文
帝
。
（
一
一
一
良
）

第
一
段
は
、
濡
唐
の
人
定
記
述
で
あ
る
。
濡
出
店
の
場
合
、
担

父
の
代
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
張
摺
伸
之
、
講
出
閣
の
開
者
と
も
、

文
帝
に
仕
え
る
ま
で
の
経
緯
が
記
さ
れ
る
。
張
棒
之
は
兄
と
間
同

居
し
、
資
産
家
の
子
弟
と
い
う
こ
と
で
騎
部
と
な
り
、
文
帝
に



仕
え
た
c

こ
の
記
述
は
二
つ
の
こ
と
を
示
す
。
つ
は
、

之
が
自
ら
生
議
手
段
を
持
た
ず
兄
の
生
活
に
寄
生
し
て
い
た
こ

と
、
も
う
一
つ
は
、
彼
が
才
議
を
認
め
ら
れ
て
在
官
し
た
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
議
唐
は
、
孝

行
と
い
う
こ
と
で
・
有
名
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
や
部
署

長
と
な
り
、
文
帝
に
仕
え
た
。
「
孝
行
」
と
い
う
人
格
的
長
所

で
桂
宮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＠
文
帝
議
過
。
簡
藤
田
、
「
父
老
何
自
鶏
部
。
家
安
在
。
」

唐
具
以
蜜
類
。
文
帝
白
、
「
菩
岩
代
降
、
菩
尚
食
監
高
語
、

数
議
我
一
言
越
終
李
努
之
費
、
勝
戦
於
鎧
鹿
下
。
今
吾
毎
飯
、
意

未
警
不
在
銘
麗
也
。
父
知
之
乎
J
唐
針
問
、
「
尚
不
如
援
額
・

李
牧
之
震
持
也
。
」
上
田
、
「
何
以
。
」
唐
日
、
「
距
大
父
悲
諮

時
、
議
官
卒
勝
、
審
李
牧
。
臣
父
故
議
代
相
、
蕃
錯
務
李
務
。

知
英
議
入
品
。
」
上
抵
抗
関
嬢
頗
・
学
校
講
入
、
良
説
、
雨
捧

韓
国
、
「
議
乎
、
苔
務
不
得
擦
頗
・
李
牧
持
震
装
持
、
吾
輩

憂
勾
奴
哉
。
」
麿
臼
、
「
主
度
。
陛
下
離
森
藤
麟
・
李
牧
弗
能

用
也
。
」
上
怒
、
恕
入
禁
中
。
良
久
、
石
搭
藤
田
、
「
公
奈
何

衆
辱
我
、
摺
偶
然
関
露
乎
。
」
清
露
目
、
「
欝
人
不
知
忌
議
。
」

（
一
二
頁
1
二一一頁）

こ
の
段
は
、
文
帝
に
段
通
り
す
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
記
さ

れ
る
。
議
欝
之
は
騎
郎
と
な
っ
た
後
、
十
年
経
っ
て
も
昇
進
せ

ず

、

名

を

知

ら

れ

る

こ

と

が

な

か

っ

た

。

に

婦

ろ

う

と

し

た

と

き

、

彼

の

て

い

に

よ

っ

て

、

よ
う
や
く
文
帝
に
意
見
を
言
え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
擦
に
は
、
後
設
で
も
反
稜
強
調
さ
れ
る
立
問
」

字
が
用
い
ら
れ
、
自
分
か
ら
文
常
へ
進
み
出
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
そ
れ
と
は
対
摂
的
に
、
鴻
底
、
が
高
齢
で
あ
っ
た
こ
と
も
関

係
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
帝
が
わ
ざ
わ
ざ
議
唐
の
も
と
に
出

向
き
、
文
帝
の
方
か
ら
嬬
唐
に
諮
り
か
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。こ

こ
で
会
詩
文
中
の
呼
称
に
震
を
向
け
る
と
、

で
は
文
僚
が
張
繍
伸
之
を
「
廷
同
期
」
（
第
七
段
、
第
八
段
）

（
第
八
段
）
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
「
議
唐
縛
」
で
は
「

父
老
」
（
第
二
段
〉
「
父
」
〈
第
二
段
）
「
公
」
（
第
一
一
段
）
（
第
一
一
一

段
）
と
呼
ん
で
い
る
。

u
ま
た
、
議
費
で
は
張
蒋
之
、
を
「
諜
季
」

と
字
で
、
議
唐
に
誌
「
潟
公
」
と
敬
称
を
付
け
て
対
照
的
に
記

述
し
て
い
る
。

第
二
段
の
記
述
に
話
を
戻
す
と
、
議
麿
と
文
帝
と
の
間
関
で
廉

麟
と
李
牧
が
話
題
に
あ
が
っ
た
。
文
潟
市
が
、
議
額
と
李
殺
を
得

た
な
ら
鈎
奴
の
憂
い
な
ど
無
い
、
と
一
一
出
回
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

議
唐
は
、
上
が
二
人
を
得
て
も
用
い
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、

と
答
え
た
。
す
る
と
文
僚
は
怒
り
、
禁
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
「
良
久
」
と
い
う
時
間
経
過
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
議

怒
し
た
文
帝
が
薄
ち
着
き
を
取
り
一
渓
す
時
簡
を
示
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
文
帝
は
改
め
て
祷
唐
を
召
し
、

精
度
は
謝
罪
す
る
。

窃
欝
楚
之
持
、
旬
奴
新
大
入
朝
部
、
殺
北
地
務
総
印
。
上

以
前
定
震
意
。
乃
卒
復
関
唐
日
、
「
公
何
以
知
吾
不
能
用
廉

頗
・
李
牧
也
。
」
唐
釣
日
、
「
臨
龍
、
上
古
王
者
之
遺
終
也
、

路
市
推
毅
日
、
コ
隣
以
内
者
、
寡
人
制
之
。
関
以
外
者
、
将

軍
制
之
。
』
箪
功
爵
露
皆
決
於
外
、
鶴
市
奏
之
。
此
非
慶
一
冨

也
。
箆
大
父
宮
、
李
牧
矯
趨
持
麗
議
。
箪
市
之
獄
、
皆
自
用

饗
土
。
賞
賜
決
於
外
、
不
様
中
援
也
。
委
任
而
賛
成
功
。
故

李
牧
乃
得
謹
其
智
能
。
遣
選
官
弟
子
三
百
来
、
殺
騎
高
一
一
一
千
、

高
金
之
士
十
高
。
是
以
北
遊
間
半
子
、
破
東
胡
、
滅
議
林
、
西

拘
護
奏
、
潟
支
韓
・
銭
。
設
是
之
時
、
越
幾
覇
。
其
後
、
舎

結
五
選
立
、
其
母
信
也
。
王
翠
立
、
乃
用
郭
関
議
、
卒
諒
李

牧
、
令
顔
緊
代
之
。
是
以
兵
破
士
北
、
議
秦
所
禽
滅
。
今
臣

籍
閣
議
出
向
矯
議
中
守
、
其
軍
市
程
、
議
以
饗
士
卒
、
相
似
養
銭
、

五
S
一
椎
牛
、
饗
賓
客
謬
吏
会
人
。
是
以
旬
奴
遠
避
、
不
近

雲
市
ヤ
之
率
。
麗
曾
一
入
、
尚
率
率
騎
撃
之
。
所
殺
甚
衆
。
夫

土
本
選
家
人
子
、
起
問
中
誕
祭
。
安
知
尺
籍
伍
符
。
終
日
力

戦
、
転
首
捕
虜
、
上
功
莫
府
。
一
一
一
話
不
桔
胸
躍
、
文
吏
以
法
趨

之
。
其
賞
不
行
、
前
吏
泰
法
必
用
。
医
態
以
矯
陛
下
法
太
明
、

賞
太
軽
、
罰
太
常
態
。
旦
禁
中
守
鶏
尚
、
坐
上
功
首
藤
差
六
級
、

陛
下
下
之
吏
、
剖
其
爵
、
期
制
作
之
。
出
向
比
一
言
之
、
龍
一
「
蟻
得

そ
れ
に

－
李
牧
、
弗
能
用
也
。
毘
誠
愚
騒
忌
議
。
死
罪
死
罪
。
」

文
常
設
。
是
日
令
鴻
唐
持
節
赦
鑓
尚
、
復
以
議
雲
中
守
、
市

洋
諸
議
率
鱗
例
都
封
、
主
中
樹
及
郡
関
車
士
一
。
（
一
一
二
頁

1
一

七
貰
）

こ
の
段
で
は
、
回
線
頭
に
「
醤
是
之
時
」
と
い
う
時
間
表
現
が

記
さ
れ
る
。
こ
の
「
嘗
是
之
時
」
と
い
う
表
現
は
「
雷
同
定
時
」

「
雷
此
之
時
」
な
ど
と
民
嫌
に
、
同
時
期
に
新
た
な
事
態
が
担

き
た
こ
と
を
提
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
勾

奴
が
新
た
に
大
い
に
朝
那
に
母
入
し
、
北
地
の
都
叫
別
で
あ
る
mw

な
殺
し
た
、
と
い
う
新
た
な
事
態
が
指
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

事
態
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
如
何
故
の
容
を
憂
え
た
文
帝
は
、
一
得

び
鴻
唐
を
若
し
、
廉
頼
、
李
牧
を
捷
い
こ
な
せ
な
い
環
出
向
を
質

関
す
る
。
議
底
は
こ
こ
で
文
帝
の
質
問
に
対
し
、
そ
の
理
由
を

明
ら
か
に
す
る
。
鵠
唐
は
そ
の
理
由
を
述
べ
る
議
、
上
古
の
一

王
が
将
家
を
派
遣
す
る
と
き
に
と
っ
た
態
度
を
引
き
合
い
に
出

す
。
そ
こ
で
は
将
軍
に
対
し
帝
王
が
、
「
域
内
よ
り
外
の
こ
と

詰
寡
人
が
決
定
す
る
。
域
内
よ
り
外
の
こ
と
は
将
軍
が
決
定
せ

よ
J

と
一
言
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
李
牧
に
関
し
て
は
「
箪

の
市
場
か
ら
集
っ
た
税
は
す
べ
て
会
卒
に
ふ
る
ま
う
た
め
に
用

い
た
。
繋
賎
は
震
に
お
い
て
決
め
、
宮
廷
に
患
わ
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
J

と
記
さ
れ
る
。
「
太
史
公
自
序
」
で
の
、
「
論

持
率
、
有
味
哉
。
有
味
裁
。
」
と
い
う
こ
と
に
対
応
す
る
笛
所

-],J -



で
あ
る
。
ロ

の

の

太

守

で

あ

り

、

っ
て
い
に
つ
い
て
語
り
出
す
。
「
箪
の
税
を
穫
っ
て
尽

く
士
卒
に
ふ
る
ま
い
、
自
分
の
金
を
出
し
、
五
日
に
一
度
牛
を

殺
し
て
賓
客
や
部
下
に
ふ
る
ま
っ
た
J

と
、
議
唐
は
議
出
問
が

士
卒
を
に
愛
し
、
理
懇
的
な
将
露
で
あ
っ
た
こ
と
か
｝
示
す
。
そ

の
融
機
掲
が
慾
投
開
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
あ
ま
り
に
も
文

帝
の
側
に
問
題
点
が
多
い
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
講
し
、
そ
の

故
に
文
帝
が
藤
顔
、
李
牧
な
ど
の
名
将
を
得
て
も
能
い
こ
な
せ

な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
意
見
を
開
い
た
文
帝
は
「
説
」

よ
ろ
こ
び
、
そ
の
筏
の
う
ち
に
議
患
を
能
者
に
た
て
、
議
尚
を

赦
免
さ
せ
、
檎
癒
を
率
騎
都
留
に
拝
命
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

率
誌
な
意
見
を
喜
ぶ
寛
大
な
文
帝
の
姿
が
楢
か
れ
、
議
唐
と
文

僚
の
良
好
な
関
誌
も
審
議
さ
れ
る
。
ま
た
、
議
惑
は
一
一
閣
の
意

見
で
一
度
昇
進
し
た
こ
と
だ
け
が
示
さ
れ
、
「
張
轍
伸
之
簿
」
が

時
間
表
現
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
も
の
進
言
、
意
見
を
積
み
重
ね

た
こ
と
が
示
さ
れ
、
段
搭
的
に
昇
進
し
た
構
藷
と
対
照
的
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
「
張
繍
伸
之
傍
」
と
「
誘
惑
棒
」
の
対
践
的
な
点
を
挙

げ
る
と
、
「
張
欝
之
簿
」
で
の
文
帝
に
対
す
る
進
言
、
意
見
は

そ
れ
ぞ
れ
還
っ
た
場
語
、
状
況
で
な
さ
れ
て
い
た
が
、
「
鶏
農

で
は
、
文
帝
と
の
会
話
の
や
り
と
り
は
あ
る
も
の
の
、
そ

の
法
の

？
の
あ
り
方
を
述
べ
る
こ
と

こ
こ
に
現
在
／
過
去
の
対
摂
約
な
構
弛

愈
七
年
、
景
帝
立
。
以
蕗
議
楚
組
。
免
。
〈
一

こ
の
段
で
は
、
「
七
年
」
時
と
い
う
具
体
的
な
U

現
が
記
さ
れ
た
後
に
事
態
が
一
変
し
、
景
帝
が
邸
泣
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
、
議
癒
の
意
見
、
を
喜
ん
で
く
れ
た
文
帝
が
崩
揮
し
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「
橋
騒
簿
」
に
お
い
て
も
、
議
議
と
景
帝

の
関
係
を
示
す
記
事
凶
弘
前
も
警
か
れ
て
い
な
い
の
張
懇
之
と
間
関

議
、
中
央
政
府
の
官
で
あ
る
「
葱
騎
蔀
樹
」
か
ら
誇
投
去
の
「

持
」
へ
と
左
遷
さ
れ
た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
る
。
長
帝
と
弱
震

と
の
欝
援
に
お
い
て
何
も
特
記
す
べ
き
こ
と
も
な
く
、
さ
ら
に

誌
、
と
り
た
て
て
楚
の
絡
を
辞
職
す
る
理
由
も
示
さ
れ
ず
単
に

」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
の

母
武
帝
立
、
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そ
し
て
記
述
は
蕊
ち
に
武
帝
期
の
へ
と
移
る
。

之
侍
」
で
は
「
父
」
が
「
嘗
世
」
に
容
れ
ら
れ
、
「
チ
が

震
世
」
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
俸
の
来
患
で
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
「
鴻
藤
樽
」
で
は
、
表
向

き
は
年
齢
の
問
題
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
父
」
が
武
帝

に
仕
え
ず
、
「
子
」
が
武
常
に
仕
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
議
の
構
造
か
ら
み
る
と
「
張
棒
之
停
」
は

時
間
表
現
が
多
用
さ
れ
、
「
鴇
唐
縛
」
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に

描
か
れ
る
。
対
照
的
に
描
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
対
し
て
、

停
の
末
尾
に
お
い
て
類
似
の
表
現
形
式
で
措
か
れ
る
景
僚
と
の

関
係
が
よ
り
一
層
浮
か
び
あ
が
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
合
載
さ

れ
た
二
人
の
共
通
点
で
あ
る
、
文
帝
、
開
設
帝
と
の
関
係
が
立
ち

あ
ら
わ
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
「
張
輝
之
穣
蔚
列
傍
」

で
は
、
文
滑
か
ら
景
帝
に
か
け
て
皇
帝
の
性
震
が
変
化
し
て
い

る
と
い
っ
た
過
渡
期
の
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
隠
さ
れ
た
側
面
を
支
え

る
表
現
形
式
と
し
て
、
時
間
表
現
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

閥
、
お
わ
り
に

本
論
文
で
は
司
史
記
』
に
お
い
て
時
間
表
現
等
を
指
標
と
し

た
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
諾
棺
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
議
に
お
け
る
人
物
と
漠
代
の
息
帝
と
の
関
係
、
或
い
は
漠

代
の
息
僚
の
あ
り
よ
う
な
ど
に
つ
い
て
、
文
帝
期
か
ら
景
帝
期

の
人
物
を
合
載
す
る
「
強
調
押
之
病
唐
列
俸
」
を
と
り
あ
げ
、
検

討
し
た
。

皇
帝
が
変
質
し
て
い
く
様
子
を
表
現
形
式
の
罰
か
ら
論
じ
た

研
究
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
あ
ま
り
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
今
回
、
時
間
表
現
等
を
指
擦
に
し
た
こ
と
で
そ
の
変
質

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

る
。
吋
史
記
』
で
は
そ
の
よ
う
な
皇
帝
が
変
質
し
て
い
く
過
渡

期
の
状
況
を
も
人
物
の
伝
記
を
描
く
捺
に
構
造
的
な
工
夫
を
こ

ら
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
史
認
』
に
お
い
て
時
間
表
現
を
指
擦
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
気
付
か
れ
に
く
か
っ
た
構
造
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
本
論
文
で
取
り
扱
っ
た
籍
に
み
ら
れ
た
要
素
に
醸
窓
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
吋
史
記
』
全
体
を
通
じ
て
議
自

体
を
越
え
た
枠
組
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ム
応
用
が
可
能
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
表
現
と
い
う
指
標
が
、

今
後
『
史
記
』
の
構
造
を
解
明
す
る
一
つ
の
方
法
と
な
り
得
る

こ
と
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。
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注3 

拙

稿

に

お

け

学
「
人
文
科
学
研
究
」
議

に
お
け
る
「
久
之
」
に
つ
い
て

究
」
第
三
十
一
号
ニ

O
O
一一年）

以
下
の
用
開
は
、
濃
川
義
太
郎
叩

引
用
し
た
。
な
お
、
引
用
文
の
後
の

議
ご
と
の
も
の
に
拠
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
は

築
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
悶
m
例
中
の
文
学
に
常
用
字
体
を
使

用
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
か
っ
た
。

他
に
は
「
護
持
議
夫
者
」
（
幾
其
武
安
侯
列
博
〉

者
」
（
李
終
家
列
傍
）
の
ニ
例
が
み
ら
れ
る
。

「
制
料
客
閣
内
健
」
に
お
け
る
「
久
之
」
の

山
凶
寛
行
氏
の
論
考
が
あ
る
。

奏
！
』
山
下
譲
二

1 

つ
い
て

こ
0
0
年）「

人
文
科
学
研

2 4 ら

一。」

の
府
間
の
分
布
状
況
は

と
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
「
久
之
」

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
部
）

家
（
一
例
〉
様
渉
役
家
（
一
例
）

終
侯
淘
勃
散
家
〈
二
関
）

（
一
一
例
）
回
数
伶
完
世

採
丞
穏
没
家
（
一
一
一
例
）

例）

σ〉

化
什
列
簿
〈

（
一
例
）

伊j
（
一
例
〉

列
傍
（
一
例
）
樹
容
列
簿
二
八
俄
）

議
繍
伸
之
鶏
唐
列
俸
〈
五
例
）

潟
相
知
調
停
（
一
関
）
橋
品

二

関

〉

（

一

例

）

湾

6 

し
、
と
い
う
点
に
つ
い

い
み
ら
れ
る
ご
一
一
段

一
二
十
八

に
お
い
て

7 

（
「
呉
太
伯
世
家
」

）

及

び

の

文

占

禁

と

比

較

し

、

に

あ

ら

わ

れ

る

十

国

摘

し

、

そ

こ

か

ら

出

発

し

て
吋
史
記
』
の
中
に
様
々
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
「
一
一
一
段
表
現
」

市
た
し
て
い
る
機
稜
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
「
猿

～
傍
」
自
体
に
つ
い
て
は
織
れ
て
い
な
い
。

京
人
記
h

に
お
け
る
E

と
い
う
点
に
つ
い
て
沼
市
ヤ

一
氏
の
抗
議
資
て
が
あ
る
。
お
け
る
表
現
の

一
十
七
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そ
こ

九
五

の
ち
？
」



汲
古
審
院
一
九
九
三
年
に
一
政
収
〉

議
者
は
、
て
麗
史
的
記
述
に
お
け
る
表
現
の

離
論
的
一
言
辞
に
お
け
る
表
現
の
反
覆
、
一
一
一
、
物
語
的
叙
述
に
お

け
る
表
現
の
皮
護
、
問
、
文
象
的
紋
述
に
お
け
る
表
現
の
反
覆
、

の
四
つ
の
分
類
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
用
例
を

挙
げ
、
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
「
張
籍
之
傍
」
に
お
け

る
表
現
の
反
復
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

8

「
頃
之
」
と
い
う
用
例
の
分
布
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

費
縞
州
議
王
世
家
〈
一
例
）
緯
侯
照
勃
世
家
（
二
例
）

五
宗
世
家
（
一
部
〉
伝
子
脅
列
簿
（
一
例
）
樗
里
子
す
茂

列
簿
（
一
例
）
廉
額
商
相
知
創
刊
停
（
一
例
）
沼
閥
単
列
傍
（

一
例
）
刺
客
列
待
合
一
例
〉
犠
霧
之
落
震
列
簿
（
一
一
一
樹
〉

李
将
軍
列
簿
（
一
一
関
）
汲
鄭
列
傍
（
一
例
）

9

吋
品

り
、
間
一
表
現
の
繰
り
返
し
と
い
う
観
い
ぷ
か
ら
み
れ
ば
「
進
」

｛
子
を
街
｛
子
と
し
て
扱
ヤ
フ
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

日
李
長
之
明
判
的
馬
遼
之
人
格
輿
風
格
』
（
上
海
開
閉
別
番
活
一

九
盟
八
年
）
第
八
章
三
節
「
建
築
結
構
輿
韻
律
」
に
「
『
頃
之
h

者
見
不
合
法
的
事
情
之
露
見
盤
出
。
」
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、

第
六
段
の
記
述
の
内
容
は
必
ず
し
も
法
に
会
わ
な
い
こ
と
で
は

な
く
、
こ
の
指
摘
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

日
吋
史
記
』
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
、
今
鷹
奨
氏
の

18-

、

論
考
が
あ
る
。
（
司
史
記
』
に
お
け
る
二
人
称
代
名
訴
の
特
徴

に
つ
い
て
』
中
間
関
文
皐
報
第
五
十
六
冊
一
九
九
八
年
〉

葱
帝
以
後
の
息
僚
が
用
い
る
こ
人
称
代
名
詞
は
、

区
下
に
対
し
て
「
公
」
も
し
く
は
「
君
」
を
用
い
る
の
が
普
通

と
な
り
、
怒
り
に
駆
ら
れ
て
い
る
時
も
、
用
語
は
て
こ
の
例

外
を
除
い
て
変
わ
ら
な
い
、
と
し
て
「
張
縛
之
源
問
唐
列
簿
」
の

文
帝
の
張
織
伸
之
に
対
す
る
「
震
」
、
議
唐
に
対
す
る
「
公
」
と

い
う
二
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
、
文
帝
が
怒
っ
て
い
る
時
の
期

間
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ロ
こ
う
し
た
『
史
記
』
に
お
け
る
将
寧
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

今
藤
漠
氏
の
論
考
が
あ
る
。
〈
吋
将
箪
た
ち
の
列
目
指
』
名
古
畿
大

撃
中
関
誌
祭
文
撃
論
集
第
五
斡
一
九
九
二
年
）

論
者
は
、
吋
史
記
h

に
お
い
て
司
馬
穣
茸
の
将
軍
と
し
て
の

あ
り
方
が
理
想
視
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
間
引

4

馬
穣
宣
伝
に
お

い
て
示
さ
れ
た
、
将
と
し
て
重
要
な
、
一
、
君
主
の
容
殺
を
も

許
さ
ぬ
威
権
の
確
立
、
二
、
家
・
綴
・
わ
が
身
を
省
み
ぬ
態
度
、

三
、
士
卒
と
音
楽
を
共
に
し
、
士
卒
よ
り
信
頼
さ
れ
る
こ
と
、

の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
李
牧
に
つ
い
て
は
「
療
頗
磁
如
何
如
列

伍
」
の
記
事
を
と
り
あ
げ
、
一
二
番
闘
の
点
が
確
認
で
き
る
こ
と

を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
議
官
腐
の
会
話
の
中
に
お
け
る
将
軍

の
あ
り
方
で
上
古
の
帝
王
が
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
論
者

が
挙
げ
た
一
一
の
う
ち
、
一
に
相
当
す
る
。



ηο 

あ

る

が

、

に

よ

れ

ば

勾

奴

が

に

侵

入

し

た

の

は

考

文

前

十

沼

年

の

こ

と

で

、

即

位

す

一

年

前

の
こ
と
で
あ
る
。 に

つ
い
て
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